
報 告 第 ２ 号  

   

   

 

令和３年度高知県公立高等学校入学者選抜における学力検査の出題

範囲について  

   

 令和３年度高知県公立高等学校入学者選抜におけるＡ日程及びＢ日程の学力

検査の出題範囲を一部変更したことについて、別紙のとおりご報告します。  
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令和２年 11 月 13 日 

高知県教育委員会 

 
令和３年度高知県公立高等学校入学者選抜における 

学力検査の出題範囲について 
 

【対応方針】 

 令和３年度の高知県公立高等学校入学者選抜においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大に備えた選抜の方法を講じる。 

 

【変更理由】 

○ 新型コロナウイルス感染症については、本県では比較的落ち着いた状況であり、臨時休業に

よる学習の遅れは、各中学校や市町村教育委員会の取組により、回復できるものと見込まれて

いる。しかし、特に冬季において感染が拡大する傾向が予想されており、県内においても今後

の感染拡大は否定できない。 

○ 再度の感染拡大により学習に影響が生じる等の不測の事態に備え、令和３年度高知県公立高

等学校入学者選抜における学力検査の出題範囲については、以下のとおり変更する。 

 

【出題範囲】 

令和３年度高知県公立高等学校入学者選抜Ａ日程及びＢ日程における学力検査については、 

主に中学３年生の第３学期に学習する以下の内容を、出題範囲から除外する。 

 

教 科 出題範囲から除外する内容 

社 会 〇公民的分野のうち 『私たちと国際社会の諸課題』 

数 学 〇『資料の活用（標本調査）』 

理 科 

〇第１分野 

『科学技術と人間』 

（ただし、「ア エネルギー (ｱ)様々なエネルギーとその変換」

は出題範囲に含む） 

〇第２分野 

『自然と人間』 

（ただし、「ア 生物と環境 (ｱ)自然界のつり合い」 

は出題範囲に含む） 

※ 国語・英語については、３年間を通じて学習すべき内容を繰り返し学ぶという 

教科の特性があり、学習指導要領上の特定の学習内容を出題範囲から除くことは 

難しいため、全ての内容を出題範囲とする。 

※ 記載事項については、中学校学習指導要領（平成 20 年３月告示）に基づく。 

別紙 


